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※除草時期は予定であり、天候によっては
時期がずれる場合があります。

作業時間：8時30分頃～17時頃

大橋

馬淵大橋

沼館大橋

根城大橋

尻内橋

新大橋

櫛引橋

八太郎大橋

八太郎地区
除草1回目 5月30日終了
除草2回目 8月 1日終了
除草3回目 9月11日終了

河原木地区
除草1回目
6月 2日～6月10日終了

除草2回目
8月 4日～8月19日終了

除草3回目
9月 12日～9月24日終了

長苗代地区
除草1回目
6月11日～6月18日終了

除草2回目
8月20日～8月27日終了

除草3回目
9月25日～10月2日終了

一日市地区
除草1回目
6月19日～6月24日終了

除草2回目
7月11日～7月16日終了

除草3回目
10月 3日～10月 8日終了

八幡地区
除草1回目 5月 7日～ 5月 8日終了
除草2回目 7月 9日～ 7月10日終了
除草3回目10月 9日～10月14日終了

根城地区
除草1回目 5月 9日～5月15日終了
除草2回目 7月17日～7月24日終了
除草3回目 8月28日～9月 3日終了

城下地区
除草1回目 5月16日～5月21日終了
除草2回目 7月25日～7月30日終了
除草3回目 9月 4日～9月 9日終了

沼館地区
除草1回目 5月22日終了
除草2回目 7月31日終了
除草3回目 9月10日終了

令和７年度の堤防除草作業は終了しました！
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八戸出張所が管理する馬淵川河口から櫛引橋までの区間（10.0km）における、令和７年度の除草
作業は終了しました。
みなさまのご理解とご協力のもと、工事期間中は事故なく作業を進めることができました。
ありがとうございました。



堤防の除草をすることで、

①堤防の状態を把握しやすくなり、わずかな変化に気づくことが出来る
②洪水時に水防活動を容易に行うことが出来る
③景観を維持し、河川の環境保全を図ることが出来る、不法投棄の抑制に繋がる

などのメリットがあります。
八戸出張所では、年に３回除草作業をしています。

～～～ 堤防除草作業をする理由 ～～～

①肩掛け式草刈り機 ②大型遠隔操縦式草刈り機

～～～ 除草方法には２種類あります ～～～

狭い場所や障害物がある場所で主に使います。
作業員が肩に機械をかけて除草します。

建物や設置物などの障害物がない場所で使います。
作業員がラジコンのようにコントローラーを使って
操作します。


